
第¬回 保護者制度・入院制度に関する作業チーム

平成 23年 1月 7日       1 参考資料 1

入院制度について

厚生労働省精神 ,障害保健課

|:精‐神保1健及び精神障1書1者福社に関する法律11基づく人院形聾について

1措置入院/緊急措置入院 (法第29条/法第29条の2)

【対象】入院計 なければ自傷他害のおそれのある精神障害者
【要件等】精神保健指定医2名の診断の結果が一致した場合に都道府県知事が措置

(緊急措置入院は、急速な入院の必要性があることが条件で、指定医の診察は1名で足りるが、入院期間

は72時間以内に制限される。)

2医療保護入院(法第33条 )

象】入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者

【要件等】精神保健指定医(又は特定医師)の診察及び保護者 (又は扶養義務者)の同意が必要

(特定医師による診察の場合は12時間まで)

3応急入院 (法第33条の4)

対象】入院を 障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要しt保護者の同意が得ら ヽ

【要件等】精神保健指定医(又は特定医師)の診察が必要であり、入院期間はフ2時間以内に制限される。
(特定医師による診察の場合は12時間まで)

4任意入院 (法第22条の3)

【対象】入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者  ~
【要件等】精神保健指定医の診察は不要
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※入院時の他、入院1年経過

時及び 以後2年ごと

・精神科病院の管理者の判断

(第22条の4第2項)  |
・精神科病院の管理者は、本人
から退院め申出があつた場合は、
退院させなければならない。

※ 措置入院こ医療保護入院と同様、退院請求

又は処遇改善請求も可能(第38条の4)

・一般人 (第23条 )、

ご警察官 (第24条 )、

・検察官 (第25条 )、

・保護観察所の長

(第25条の2、 第
26条の3)|

・矯正施設の長 (第2
6条ヨ)、

・精神科病院の管理

者 (第 26条の2)等
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(第38条の4)
・都道府県知事に対し、本人又は保
護者が請求可能

(第38条の2第 1項 )

→半年までは3ヶ月ごと

→半年以降は6ヶ月ごと

―五五―



精
神
障
害
者
で
あ
っ
て
、
医
療
及
び
保
護
の
た
め
入
院
の
必
要
が
あ
る
が
、
自
ら
同
意

し
て
入
院
す
る
状
態
に
な
い
者

(第33条第7項 )

・入院後10日 以内に精神科病院
の管理者が保健所長経由で提出

(第38条の2第 2項 )

→12ヶ月ごと

医療保護入院の流れ(第33条 )

,精神科病院の管理者の判断

(第38条の4)

・都道府県知事に対し、本人又は

保護者が請求可能

精神科病院の管理者からの
★ 医療保護入院の届出
★ 措置入院、医療保護入院患者の

定期病状報告

<知事による審査の求め>
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入院中の者、保護者等から
★ 退院請求
★ 処遇改善請求

<知事による審査の求め>

精神医療審査会 (精神保健福祉法第12-15条 )

(事務 :精神保健福祉センター)

<速やかに審査結果通知> <速やかに審査結果通知>
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「精神医療審査会における審査の状況

1.定期報告、退院等請求の審査状況

定期報告(医療保護入院) 定期報告 (措置入院 ) 退院請求 処遇改善請求

審査件数

審査結果

審査件数

審査結果

審査件数

軒査結果

審査件数

馨査結果

他の

入院形態
への移行
が適当

入院継続
不要

他の
入院形態
への移行
が適当

入院継続
不要

入院又は

処遇は

不適当 呻嘲搬
主      = 8706( 3,24( 1

割 合 0005' 00931

2,実地審査(法第38条の6第 1項 )の状況

資料 :平成20年度衛生行政報告例

平成20年度

実地審査の実ぶ件 数 審査の結果処遇改善命 つ 審査の結果退院命令
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全国計 447( 1 1

資料 :精神・障害保健課調

入院形態別在院患者数の推移

I   Q"

資料 :精神・障害保健課調

(各年6月 30日 現在 )
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